
 

 

さいたま市告示第８９６号 
さいたま市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱（平成２９年さいたま市告示第５

１０号）第５条の規定に基づき制定した、さいたま市第１号事業に要する費用の額の算定に関する基

準を改正したので、告示する。 
令和８年５月２７日 

さいたま市長 清 水 勇 人 
  



 

さいたま市第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する

告示 

さいたま市第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準（平成２９年さいたま

市告示第１２９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
改正後 改正前 

別表２ ［略］ 別表２ ［略］ 

１ ［略］ １ ［略］ 

⑴～⑹ ［略］ ⑴～⑹ ［略］ 

⑺ 介護職員等処遇改善加算 ⑺ 介護職員等処遇改善加算 

注 単位数表１訪問介護費チ介護職員等処遇

改善加算注に規定する別に厚生労働大臣が

定める基準を準用し、当該基準に適合する

介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、市長に届け出た介護予防訪問

介護サービス事業所が、利用者に対し、介

護予防訪問介護サービスを行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算

は算定しない。なお、当該加算は、支給限

度額管理の対象外の算定項目とする。 

注１ 単位数表１訪問介護費チ介護職員等処

遇改善加算注１に規定する別に厚生労働

大臣が定める基準を準用し、当該基準に

適合する介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして、市長に届け出た

介護予防訪問介護サービス事業所が、利

用者に対し、介護予防訪問介護サービス

を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。なお、当該加算は、支給限度額管理

の対象外の算定項目とする。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ ⑴

から⑹までにより算定した単位数の１０

００分の２７０に相当する単位数 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ⑴か

ら⑹までにより算定した単位数の１００

０分の２４５に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ ⑴

から⑹までにより算定した単位数の１０

００分の２８７に相当する単位数 

 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ ⑴

から⑹までにより算定した単位数の１０

００分の２４９に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ⑴か

ら⑹までにより算定した単位数の１００

０分の２２４に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ ⑴

から⑹までにより算定した単位数の１０

００分の２６６に相当する単位数 

 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴か

ら⑹までにより算定した単位数の１００

０分の２０７に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴か

ら⑹までにより算定した単位数の１００

０分の１８２に相当する単位数 



 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴か

ら⑹までにより算定した単位数の１００

０分の１７０に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴か

ら⑹までにより算定した単位数の１００

０分の１４５に相当する単位数 

 注２ 令和７年３月３１日までの間、単位数

表１訪問介護費チ介護職員等処遇改善加

算注２に規定する別に厚生労働大臣が定

める基準を準用し、当該基準に適合する

介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして、市長に届け出た介護予防

訪問介護サービス事業所（注１の加算を

算定しているものを除く。）が、利用者

に対し、介護予防訪問介護サービスを

行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。

なお、当該加算は、支給限度額管理の対

象外の算定項目とする。 

 ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 

⑴から⑹までにより算定した単位数の１

０００分の２２１に相当する単位数 

 イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 

⑴から⑹までにより算定した単位数の１

０００分の２０８に相当する単位数 

 ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 

⑴から⑹までにより算定した単位数の１

０００分の２００に相当する単位数 

 エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 

⑴から⑹までにより算定した単位数の１

０００分の１８７に相当する単位数 

 オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 

⑴から⑹までにより算定した単位数の１

０００分の１８４に相当する単位数 

 カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 

⑴から⑹までにより算定した単位数の１

０００分の１６３に相当する単位数 

 キ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 

⑴から⑹までにより算定した単位数の１

０００分の１６３に相当する単位数 

 ク 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 

⑴から⑹までにより算定した単位数の１

０００分の１５８に相当する単位数 

 ケ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 

⑴から⑹までにより算定した単位数の１

０００分の１４２に相当する単位数 

 コ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

０） ⑴から⑹までにより算定した単位

数の１０００分の１３９に相当する単位

数 

 サ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

１） ⑴から⑹までにより算定した単位



 

数の１０００分の１２１に相当する単位

数 

 シ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

２） ⑴から⑹までにより算定した単位

数の１０００分の１１８に相当する単位

数 

 ス 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

３） ⑴から⑹までにより算定した単位

数の１０００分の１００に相当する単位

数 

 セ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

４） ⑴から⑹までにより算定した単位

数の１０００分の７６に相当する単位数 

２ ［略］ ２ ［略］ 

⑴～⑵ ［略］ ⑴～⑵ ［略］ 

⑶ 介護職員等処遇改善加算 ⑶ 介護職員等処遇改善加算 

注 単位数表１訪問介護費チ介護職員等処遇

改善加算注に規定する別に厚生労働大臣が

定める基準を準用し、当該基準に適合する

介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、市長に届け出た家事支援型訪

問サービス事業所が、利用者に対し、家事

支援型訪問サービスを行った場合は、当該

基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。なお、当該加算は、支給限度額

管理の対象外の算定項目とする。 

注１ 単位数表１訪問介護費チ介護職員等処

遇改善加算注１に規定する別に厚生労働

大臣が定める基準を準用し、当該基準に

適合する介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして、市長に届け出た

家事支援型訪問サービス事業所が、利用

者に対し、家事支援型訪問サービスを

行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、次に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし、次に掲げるいずれか

の加算を算定している場合においては、

次に掲げるその他の加算は算定しない。

なお、当該加算は、支給限度額管理の対

象外の算定項目とする。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の２７０に相当する単位数 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の２４５に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の２８７に相当する単位数 

 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の２４９に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の２２４に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の２６６に相当する単位数 

 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の２０７に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の１８２に相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の１７０に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の１４５に相当する単位数 

 注２ 令和７年３月３１日までの間、単位数

表１訪問介護費チ介護職員等処遇改善加

算注２に規定する別に厚生労働大臣が定

める基準を準用し、当該基準に適合する



 

介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして、市長に届け出た家事支援

型訪問サービス事業所（注１の加算を算

定しているものを除く。）が、利用者に

対し、家事支援型訪問サービスを行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。なお、

当該加算は、支給限度額管理の対象外の

算定項目とする。 

 ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の２２１に相当する単位

数 

 イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の２０８に相当する単位

数 

 ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の２００に相当する単位

数 

 エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の１８７に相当する単位

数 

 オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の１８４に相当する単位

数 

 カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の１６３に相当する単位

数 

 キ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の１６３に相当する単位

数 

 ク 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の１５８に相当する単位

数 

 ケ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の１４２に相当する単位

数 

 コ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

０） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の１３９に相当す

る単位数 



 

 サ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

１） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の１２１に相当す

る単位数 

 シ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

２） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の１１８に相当す

る単位数 

 ス 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

３） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の１００に相当す

る単位数 

 セ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

４） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の７６に相当する

単位数 

３ ［略］ ３ ［略］ 

⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

注１ ［略］ 注１ ［略］ 

注２ 利用者が事業対象者であって、介護予

防サービス計画において、１週に１回程

度の介護予防通所介護サービスが必要と

された場合については⑴アに掲げる単位

数を、１週に２回程度又は２回を超える

程度の介護予防通所介護サービスが必要

とされた場合については⑴イに掲げる所

定単位数をそれぞれ算定する。 

注２ 利用者が事業対象者（介護保険法施行

規則第１４０条の６２の４第２号に定め

るものをいう。以下同じ。）であって、

介護予防サービス計画において、１週に

１回程度の介護予防通所介護サービスが

必要とされた場合については⑴アに掲げ

る単位数を、１週に２回程度又は２回を

超える程度の介護予防通所介護サービス

が必要とされた場合については⑴イに掲

げる所定単位数をそれぞれ算定する。 

⑵～⑾ ［略］ ⑵～⑾ ［略］ 

⑿ 介護職員等処遇改善加算 ⑿ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 単位数表６通所介護費ホ介護職員等処

遇改善加算注に規定する別に厚生労働大

臣が定める基準を準用し、当該基準に適

合する介護職員等の賃金の改善等を実施

しているものとして、市長に届け出た介

護予防通所介護サービス事業所（利用定

員が１９名以上である場合に限る。）

が、利用者に対し、介護予防通所介護

サービスを行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。なお、当該加算は、支給限度

額管理の対象外の算定項目とする。 

注１ 単位数表６通所介護費ホ介護職員等処

遇改善加算注１に規定する別に厚生労働

大臣が定める基準を準用し、当該基準に

適合する介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして、市長に届け出た

介護予防通所介護サービス事業所が、利

用者に対し、介護予防通所介護サービス

を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、次に掲げる単位数を所定単位数

に加算する。ただし、次に掲げるいずれ

かの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。なお、当該加算は、支給限度額管理

の対象外の算定項目とする。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ ⑴

から⑾までにより算定した単位数の１０

００分の１１１に相当する単位数 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ⑴か

ら⑾までにより算定した単位数の１００

０分の９２に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ ⑴

から⑾までにより算定した単位数の１０

００分の１２０に相当する単位数 

 



 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ ⑴

から⑾までにより算定した単位数の１０

００分の１０９に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ⑴か

ら⑾までにより算定した単位数の１００

０分の９０に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ ⑴

から⑾までにより算定した単位数の１０

００分の１１８に相当する単位数 

 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴か

ら⑾までにより算定した単位数の１００

０分の９９に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴か

ら⑾までにより算定した単位数の１００

０分の８０に相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴か

ら⑾までにより算定した単位数の１００

０分の８３に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴か

ら⑾までにより算定した単位数の１００

０分の６４に相当する単位数 

注２ 指定地域密着型サービスに要する費用

の額の算定に関する基準（平成１８年厚

生労働省告示第１２６号）別表指定地域

密着型サービス介護給付費単位数表２の

２地域密着型通所介護費ホ介護職員等処

遇改善加算に規定する別に厚生労働大臣

が定める基準を準用し、当該基準に適合

する介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして、市長に届け出た介護

予防通所介護サービス事業所（利用定員

が１９名未満である場合に限る。）が、

利用者に対し、介護予防通所介護サービ

スを行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、次に掲げる単位数を所定単位

数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。なお、当該加算は、支給限度額管理

の対象外の算定項目とする。 

  注２ 令和７年３月３１日までの間、単位数表

６通所介護費ホ介護職員等処遇改善加算注

２に規定する別に厚生労働大臣が定める基

準を準用し、当該基準に適合する介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとし

て、市長に届け出た介護予防通所介護サー

ビス事業所（注１の加算を算定しているも

のを除く。）が、利用者に対し、介護予防

通所介護サービスを行った場合は、当該基

準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数

を所定単位数に加算する。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合に

おいては、次に掲げるその他の加算は算定

しない。なお、当該加算は、支給限度額管

理の対象外の算定項目とする。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ ⑴

から⑾までにより算定した単位数の１０

００分の１１７に相当する単位数 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 

⑴から⑾までにより算定した単位数の１

０００分の８１に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ ⑴

から⑾までにより算定した単位数の１０

００分の１２７に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 

⑴から⑾までにより算定した単位数の１

０００分の７６に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ ⑴

から⑾までにより算定した単位数の１０

００分の１１５に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 

⑴から⑾までにより算定した単位数の１

０００分の７９に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ⑴か

ら⑾までにより算定した単位数の１００

０分の１２５に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 

⑴から⑾までにより算定した単位数の１

０００分の７４に相当する単位数 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴か

ら⑾までにより算定した単位数の１００

０分の１０５に相当する単位数 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 

⑴から⑾までにより算定した単位数の１

０００分の６５に相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴か

ら⑾までにより算定した単位数の１００

０分の８９に相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 

⑴から⑾までにより算定した単位数の１

０００分の６３に相当する単位数 

 キ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 

⑴から⑾までにより算定した単位数の１

０００分の５６に相当する単位数 



 

 ク 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 

⑴から⑾までにより算定した単位数の１

０００分の６９に相当する単位数 

 ケ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 

⑴から⑾までにより算定した単位数の１

０００分の５４に相当する単位数 

 コ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

０） ⑴から⑾までにより算定した単位

数の１０００分の４５に相当する単位数 

 サ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

１） ⑴から⑾までにより算定した単位

数の１０００分の５３に相当する単位数 

 シ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

２） ⑴から⑾までにより算定した単位

数の１０００分の４３に相当する単位数 

 ス 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

３） ⑴から⑾までにより算定した単位

数の１０００分の４４に相当する単位数 

   セ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

４） ⑴から⑾までにより算定した単位

数の１０００分の３３に相当する単位数 

４ ［略］ ４ ［略］ 

⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

⑵ 介護職員等処遇改善加算 ⑵ 介護職員等処遇改善加算 

注 単位数表６通所介護費ホ介護職員等処遇

改善加算注に規定する別に厚生労働大臣が

定める基準を準用し、当該基準に適合する

介護職員等の賃金の改善等を実施している

ものとして、市長に届け出た交流型通所

サービス事業所が、利用者に対し、交流型

通所サービスを行った場合は、当該基準に

掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合におい

ては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。なお、当該加算は、支給限度額管理の

対象外の算定項目とする。 

注１ 単位数表６通所介護費ホ介護職員等処

遇改善加算注１に規定する別に厚生労働

大臣が定める基準を準用し、当該基準に

適合する介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして、市長に届け出た

交流型通所サービス事業所が、利用者に

対し、交流型通所サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。なお、当該

加算は、支給限度額管理の対象外の算定

項目とする。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の１１１に相当する単位数 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の９２に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の１２０に相当する単位数 

 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の１０９に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の９０に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の１１８に相当する単位数 

 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の



 

１０００分の９９に相当する単位数 １０００分の８０に相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の８３に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の６４に相当する単位数 

 注２ 令和７年３月３１日までの間、単位数

表６通所介護費ホ介護職員等処遇改善加

算注２に規定する別に厚生労働大臣が定

める基準を準用し、当該基準に適合する

介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして、市長に届け出た交流型通

所サービス事業所（注１の加算を算定し

ているものを除く。）が、利用者に対

し、交流型通所サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。なお、当該

加算は、支給限度額管理の対象外の算定

項目とする。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の８１に相当する単位数 

 イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の７６に相当する単位数 

 ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の７９に相当する単位数 

 エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の７４に相当する単位数 

 オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の６５に相当する単位数 

 カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の６３に相当する単位数 

 キ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の５６に相当する単位数 

 ク 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の６９に相当する単位数 

 ケ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の５４に相当する単位数 

 コ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

０） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の４５に相当する

単位数 

 サ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１



 

１） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数数の１０００分の５３に相当す

る単位数 

 シ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

２） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の４３に相当する

単位数 

 ス 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

３） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の４４に相当する

単位数 

 

 

 

セ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

４） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の３３に相当する

単位数 

５ ［略］ ５ ［略］ 

⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

⑵ 介護職員等処遇改善加算 ⑵ 介護職員等処遇改善加算 

注 単位数表６通所介護費ホ介護職員処遇改

善加算注に規定する別に厚生労働大臣が定

める基準を準用し、当該基準に適合する介

護職員等の賃金の改善等を実施しているも

のとして、市長に届け出た運動型通所サー

ビス事業所が、利用者に対し、運動型通所

サービスを行った場合は、当該基準に掲げ

る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。なお、当該加算は、支給限度額管理の

対象外の算定項目とする。 

注１ 単位数表６通所介護費ホ介護職員等処

遇改善加算注１に規定する別に厚生労働

大臣が定める基準を準用し、当該基準に

適合する介護職員等の賃金の改善等を実

施しているものとして、市長に届け出た

運動型通所サービス事業所が、利用者に

対し、運動型通所サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。なお、当該

加算は、支給限度額管理の対象外の算定

項目とする。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の１１１に相当する単位数 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の９２に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の１２０に相当する単位数 

 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の１０９に相当する単位数 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の９０に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ ⑴

の単位数に利用回数を乗じて得た単位数

の１０００分の１１８に相当する単位数 

 

オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の９９に相当する単位数 

ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の８０に相当する単位数 

カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の８３に相当する単位数 

エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） ⑴の

単位数に利用回数を乗じて得た単位数の

１０００分の６４に相当する単位数 

 注２ 令和７年３月３１日までの間、単位数

表６通所介護費ホ介護職員等処遇改善加



 

算注２に規定する別に厚生労働大臣が定

める基準を準用し、当該基準に適合する

介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして、市長に届け出た運動型通

所サービス事業所（注１の加算を算定し

ているものを除く。）が、利用者に対

し、運動型通所サービスを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算

定している場合においては、次に掲げる

その他の加算は算定しない。なお、当該

加算は、支給限度額管理の対象外の算定

項目とする。 

ア 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の８１に相当する単位数 

 イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（２） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の７６に相当する単位数 

 ウ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（３） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の７９に相当する単位数 

 エ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（４） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の７４に相当する単位数 

 オ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（５） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の６５に相当する単位数 

 カ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（６） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の６３に相当する単位数 

 キ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（７） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の５６に相当する単位数 

 ク 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（８） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の６９に相当する単位数 

 ケ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（９） 

⑴の単位数に利用回数を乗じて得た単位

数の１０００分の５４に相当する単位数 

 コ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

０） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の４５に相当する

単位数 

 サ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

１） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数数の１０００分の５３に相当す

る単位数 

 シ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

２） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の４３に相当する



 

単位数 

 ス 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

３） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の４４に相当する

単位数 

 セ 介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）（１

４） ⑴の単位数に利用回数を乗じて得

た単位数の１０００分の３３に相当する

単位数 

６ ［略］ ６ ［略］ 

⑴ ［略］ ⑴ ［略］ 

ア～ウ ［略］ ア～ウ ［略］ 

エ 介護職員等処遇改善加算  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合

する介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして、電子情報処理組織を

使用する方法により、市町村長に対し、

老健局長が定める様式による届出を行っ

た介護予防ケアマネジメント事業所が、

利用者に対し、介護予防ケアマネジメン

トを行った場合は、イからハまでにより

算定した単位数の１０００分の２１に相

当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

⑵ ［略］ ⑵ ［略］ 

ア ［略］ ア ［略］ 

イ 介護職員等処遇改善加算  

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合

する介護職員等の賃金の改善等を実施し

ているものとして、電子情報処理組織を

使用する方法により、市町村長に対し、

老健局長が定める様式による届出を行っ

た介護予防ケアマネジメント事業所が、

利用者に対し、介護予防ケアマネジメン

トを行った場合は、イからハまでにより

算定した単位数の１０００分の２１に相

当する単位数を所定単位数に加算する。 

 

附 則 

（施行期日） 
１ この告示は、令和８年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後のさいたま市第１号事業に要する費用の額の算定に関する

基準の規定は、この告示の施行の日以後の居宅要支援被保険者等が受けた第１号事

業費の支給について適用し、同日前の居宅要支援被保険者等が受けた第１号事業費

の支給については、なお従前の例による。 


